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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の胴体を支持する胴体支持装置と、
　前記被検者における検査対象となった体肢を固定する体肢固定装置と、
　前記体肢固定装置により固定された体肢内に存在する骨に対して超音波の送受波を行う
超音波ユニットと、
　を含み、
　前記胴体支持装置によって支持される胴体の高さに対して、前記体肢固定装置によって
固定される体肢の高さを相対的に可変する高さ可変手段が設けられ、
　前記検査対象となった体肢は下肢における頸骨及び腓骨を含む膝下部位であり、
　前記体肢固定装置は前記膝下部位を固定する検査部位固定装置であり、
　前記超音波ユニットは、前記膝下部位に当接されるプローブを有し、
　前記検査部位固定装置は、前記膝下部位を水平状態に保ちつつ当該膝下部位を固定する
機構である、ことを特徴とする骨検査システム。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記超音波の送受波が行われる骨は前記頸骨である、ことを特徴とする骨検査システム
。
【請求項３】
　請求項１記載の装置において、



(2) JP 4814689 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

　前記超音波の送受波が行われる骨は前記腓骨である、ことを特徴とする骨検査システム
。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記高さ可変手段により、検査時においては、前記被検者の臀部が前記膝下部位よりも
低い位置に位置決めされ、且つ、前記膝下部位が前記臀部よりも高い位置に位置決めされ
、これにより前記被検者の腰が緩やかに屈曲し、且つ、前記被検者の膝が緩やかに屈曲す
る、ことを特徴とする骨検査システム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記高さ可変手段は、前記胴体支持機構に設けられた昇降機構を有する、ことを特徴と
する骨検査システム。
【請求項６】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記検査部位固定装置は、前記検査対象となった下肢におけるつま先が他の下肢とは反
対側へ開いた状態となるように、前記膝下部位を回転させる回転機構を有する、ことを特
徴とする骨検査システム。
【請求項７】
　請求項６記載のシステムにおいて、
　前記回転機構は、前記膝下部位内に存在する頸骨の平坦面が水平面となるように前記膝
下部位を回転させる機構である、ことを特徴とする骨検査システム。
【請求項８】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記検査部位固定装置は、
　前記膝下部位における近位側を保持する近位保持機構と、
　前記膝下部位における遠位側を保持する遠位保持機構と、
　を含むことを特徴とする骨検査システム。
【請求項９】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　更に、前記膝下部位における加圧箇所を加圧する加圧機構を有し、
　前記超音波ユニットは、加圧状態において前記骨に対して超音波を送受波し、それによ
り得られた受信信号に基づいて骨の微小変位を計測する、ことを特徴とする骨検査システ
ム。
【請求項１０】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記胴体支持装置は前記被検者の胴体を支持するベッドを含むことを特徴とする骨検査
システム。
【請求項１１】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記胴体支持装置は前記被検者の胴体を支持するリクライニングシートを含むことを特
徴とする骨検査システム。
【請求項１２】
　請求項１記載の骨検査システムにおいて、前記胴体支持装置と共に用いられる前記検査
部位固定装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の骨検査システムにおいて、前記検査部位固定装置と共に用いられる装置
であって、前記膝下部位を水平状態に維持するために前記被検者の胴体の位置決めを行う
昇降機構を備えた前記胴体支持装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は骨検査システムに関し、特に、超音波を用いて骨を検査する場合における検査
部位の位置決め技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波を用いて骨の性状を評価するシステムが提案されている（例えば、特許文献１，
２参照）。かかるシステムでは、例えば、生体における膝下に存在する頸骨が測定対象と
され、その頸骨に対して、体外から皮膚を介して押圧力が加えられ、あるいは、他の力学
的作用が与えられ、それに起因する頸骨の微小変位に基づいて、頸骨の弾性、粘弾性、塑
性等の物理的指標が測定される。それらの物理的指標は頸骨の性状、健全性、癒合度、等
を表すものと理解される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２９８２０５号公報
【特許文献２】特開２００５－１５２０７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　超音波を用いた骨の検査においては、上記のように微小変位が計測されるので、検査対
象となった部位を適正な姿勢に位置決めし、それを維持する必要がある。例えば、膝下部
位が検査対象となった場合、押圧力の付加や超音波の送受波を適正に行えるように、当該
膝下部位の角度や向きを定める必要がある。また、検査中において被検者が楽な姿勢をと
れるように配慮することが望まれる。
【０００５】
　本発明の目的は、検査部位を容易かつ適正に位置決めできるようにすることにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、被検者の負担を軽減できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明に係るシステムは、被検者の胴体を支持する胴体支持装置と、前記被検者に
おける検査対象となった体肢を固定する体肢固定装置と、前記体肢固定装置により固定さ
れた体肢内に存在する骨に対して超音波の送受波を行う超音波ユニットと、を含み、前記
胴体支持装置によって支持される胴体の高さに対して、前記体肢固定装置によって固定さ
れる体肢の高さを相対的に可変する高さ可変手段が設けられたことを特徴とする。
【０００８】
　上記構成によれば、被検体の胴体（ボディ）が胴体支持装置によって支持される。胴体
支持装置は望ましくはベッドあるいは椅子（シート）のような機構を備える。体肢固定装
置によって被検体における検査対象となった体肢が固定される。この場合、超音波の検査
特に骨の超音波検査にとって適切な姿勢となるように体肢が固定される。勿論、その姿勢
は検査方法等に応じて変わりうるものである。例えば、検査対象が膝下部位の場合には、
膝下部位を若干高く持ち上げて、膝あるいは腰が緩やかに屈曲するようにしてもよい。い
ずれにしても、被検者にとって負担が少なく、且つ、検査を的確に遂行できるように、胴
体及び体肢の位置及び姿勢を調整できるように構成するのが望ましい。高さ可変手段によ
れば、胴体と体肢の相対的な位置関係を調整できるので、被検者が楽な姿勢となるように
被検者を支持でき、また、検査部位を適切な位置に位置決めできる。また、高さ調整手段
によれば、身長、体格、検査対象となった骨、測定箇所などに応じて適切な検査姿勢を確
保できる。検査中において検査部位が容易に動かないように検査部位を固定するのが望ま
しく、その場合、検査部位を複数箇所で保持することも可能であり、検査部位の両端部あ
るいは両側としての近位部及び遠位部のそれぞれを保持するように構成してもよい。体肢
としては、上肢、下肢があげられるが、特に下肢における膝下部位を検査部位とするのが



(4) JP 4814689 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

望ましい。検査対象となった体肢とともに、もう一方の体肢についても必要に応じて支持
を行うようにしてもよい。かかる構成によれば被検者に自然な体位をとらせることが容易
となり、また、被検者の負担を軽減できる。
【０００９】
　望ましくは、前記検査対象となった体肢は下肢における膝下部位であり、前記体肢固定
装置は前記膝下部位を固定する検査部位固定装置であり、 前記超音波ユニットは、前記
膝下部位に当接されるプローブを有する。膝下部位に含まれる骨としては頸骨、腓骨があ
げられる。超音波計測により、骨の性状、健全性、骨折後の治癒度（癒合度）等を評価可
能である。プローブはスキャナ（プローブ保持機構）によって保持されてもよいし、生体
表面に直接貼付されてもよい。複数のプローブを設けることも可能である。
【００１０】
　望ましくは、前記検査部位固定装置は、前記膝下部位を水平状態に保ちつつ当該膝下部
位を固定する機構である。膝下部位を水平状態に保持すれば、計測の再現性を良好にでき
る。特に、加圧下で計測を行う場合において鉛直方向に加圧を行うことが可能となる。
【００１１】
　望ましくは、前記高さ可変手段により、検査時においては、前記被検者の臀部が低い位
置に位置決めされ、且つ、前記膝下部位が前記臀部よりも高い位置に位置決めされ、これ
により前記被検者の腰が緩やかに屈曲し、且つ、前記被検者の膝が緩やかに屈曲する。
【００１２】
　望ましくは、前記高さ可変手段は、第１昇降機構と第２昇降機構を有する。この構成に
よれば第１昇降機構と第２昇降機構のそれぞれを動作させて、適正な検査姿勢を迅速に設
定することが可能である。
【００１３】
　望ましくは、前記検査部位固定装置は、前記検査対象となった下肢におけるつま先が他
の下肢とは反対側へ開いた状態となるように、前記膝下部位を回転させる回転機構を有す
る。例えば、足を足台に載せた場合、通常、そのつま先は若干開く。それが自然な姿勢と
いえる。上記構成によれば、そのような自然な姿勢をそのまま実現でき、あるいは許容で
きる。
【００１４】
　望ましくは、前記回転機構は、前記膝下部位内に存在する頸骨の平坦面が水平面となる
ように前記膝下部位を回転させる機構である。頸骨の前方側には、骨軸方向及びそれに直
交する方向に広がった比較的広い平坦面が存在する。その平坦面は超音波計測の対象とし
て相応しいものである。上記構成によれば、その平坦面を水平面にすることができるので
、各超音波ビームの方向を鉛直方向に揃えることができ、また、加圧を行う場合において
も加圧方向を鉛直方向に一致させることができる。
【００１５】
　望ましくは、前記検査部位固定装置は、前記膝下部位における近位側を保持する近位保
持機構と、前記膝下部位における遠位側を保持する遠位保持機構と、を含む。近位側及び
遠位側の保持に当たっては、薄い皮膚層に覆われて体外から容易に特定可能な特徴骨部分
（突起状部分）を位置決め基準とすることができる。その基準としては、近位部であれば
例えば腓骨頭をあげることができ、遠位部であれば外果あるいは内果をあげることができ
る。そのような１又は複数の位置決め基準を用いて、被検査部位の位置決め固定を行えば
計測の再現性を良好にできる。勿論、位置決め基準としては、他の部位を利用することも
できる。
【００１６】
　望ましくは、更に、前記膝下部位における加圧箇所を加圧する加圧機構を有し、前記超
音波ユニットは、加圧状態において前記骨に対して超音波を送受波し、それにより得られ
た受信信号に基づいて骨の微小変位を計測する。この構成によれば、例えば三点曲げ荷重
下において、骨の微小変位が計測される。
【００１７】
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　望ましくは、前記胴体支持装置は前記被検者の胴体を支持するベッドを含む。望ましく
は、前記胴体支持装置は前記被検者の胴体を支持するリクライニングシートを含む。複数
の関節を有する胴体支持装置を利用するのが望ましく、そのような装置によれば被検者の
体系や好み、あるいは、検査目的に応じて、適切な検査姿勢を実現できる。
【００１８】
（２）本発明に係る装置は、被検者の胴体を支持する胴体支持装置と共に用いられ、前記
被検者における検査対象となった膝下部位を固定する検査部位固定装置であって、前記膝
下部位の近位側を保持する近位保持機構と、前記膝下部位の遠位側を保持する遠位保持機
構と、を含み、前記胴体支持装置によって支持される胴体の臀部よりも当該検査部位固定
装置によって固定される前記膝下部位が高い位置に位置決めされ、その位置決め状態で前
記膝下部位中の骨に対して超音波を用いた検査がなされる、ことを特徴とする。
                                                                                
【００１９】
　望ましくは、前記近位保持機構及び前記遠位保持機構は、前記膝下部位を水平状態に維
持するための機構である。望ましくは、当該検査部位固定装置は前記胴体支持装置とは別
体に構成される。別体に構成すれば、それぞれのフロア面上での位置調整が容易となる。
両装置が機械的に連結されてもよい。その場合には両装置の相対的な位置関係を調整する
機構を設けるのが望ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、検査部位を容易かつ適正に位置決めできる。あ
るいは、被検者の負担を軽減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　図１には、本発明に係る骨検査システムの好適な実施形態が示されており、詳しくは、
図１には、骨検査システムにおける要部構成が示されている。
【００２３】
　本実施形態に係る骨検査システムは、検査部位としての下肢における膝下部位に対して
超音波の送受波を行って、そこに含まれる骨の性状を検査するシステムである。この検査
システムは、図１に示されているベッド機構１０、足台機構１２、加圧機構１６などを備
えており、更に、後に図２を用いて説明する超音波診断ユニットを備えている。本実施形
態においては、膝下部位が検査部位とされているが、大腿部あるいは他の体肢を検査部位
とすることも可能である。ベッド機構１０は胴体支持装置として機能するものであり、足
台機構１２は下肢固定装置として機能するものであり、上記の超音波診断ユニットは超音
波診断装置などによって構成される。図１において符号２０によって被検者が模式的に示
されている。符号２０Ａは胴体を示しており、符号２０Ｂは大腿部を示しており、符号２
０Ｃは下腿部としての膝下部位を示しており、それが本実施形態において検査部位とされ
ている。符号２０Ｄは膝下部位よりも更に下側の部位、すなわち踵からつま先までの部位
を示している。本実施形態に係る骨検査システムにおいては、以下に説明するように、ベ
ッド機構１０及び足台機構１２がそれぞれ昇降機構を備えており、骨の検査に際して被検
者に楽な姿勢をとらせることができ、しかも、検査部位である膝下部位を後に詳述するよ
うに水平状態に適正に位置決めすることが可能である。
【００２４】
　以下に、各機構について具体的に説明する。ベッド機構１０は図１に示されるように胴
体２０Ａを支持する機構であり、ベッド機構１０は、ベッド台３０、昇降機構３２及びベ
ースユニットを有している。ベッド台３０は臀部から頭部までの胴体２０Ａを載置する台
座として機能する。昇降機構３２は、クロスアーム３３Ａ，３３Ｂ及び水平シャフトを有
している。ここで、水平シャフトはシャフト軸４１Ｂとそれに螺合する軸筒４１Ａとによ
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って構成される。ノブ４０を回転させると、軸筒４１Ａに対してシャフト軸４１Ｂが回転
し、その回転方向に依存して、クロスアーム３３Ａ，３３Ｂの作用によってベッド台３０
を上下方向に運動させることが可能である。上記のベースユニットは、複数のベースフレ
ーム３４と複数のキャスタ３６とを有する。キャスタ３６の内で１つ又は複数のキャスタ
にロック機能が設けられている。
【００２５】
　本実施形態においてには、ノブ４０をマニュアル操作することによってベッド台３０を
上下方向に運動させることが可能であるが、モータ等を利用して電気的に昇降を制御する
ようにしてもよい。また、本実施形態においてはベッド台３０が１枚のプレート状の形態
を有しているが、後に図６を用いて説明するように、ベッド台３０が互いに独立して姿勢
を調整可能な複数の部分によって構成されてもよい。昇降機構３２は上記において説明し
たようにパンタグラフ方式の機構であるが、もちろん他の方式を利用して昇降駆動を行う
ようにしてもよい。なお、本実施形態においては、ベッド機構１０と後述する足台機構１
２とがそれぞれ別体に構成されており、これによってそれぞれの機構の位置を自在に設定
することが可能である。このような構成によれば、他の用途に向けられたベッド機構を骨
検査システムに流用することができ、また足台機構１２をそれ単独で利用することも可能
となる。もちろん、ベッド機構１０と足台機構１２とが機械的に連結されていてもよいし
、それらが着脱自在に構成されてもよい。少なくとも、被検者２０が適正な検査姿勢とな
るように、しかも被検者２０に対してできるだけ負担が生じないように楽な姿勢をもって
超音波の検査が遂行できるように、被検者の位置決めを行うのが望ましい。
【００２６】
　足台機構１２は、固定機構５０と、その高さを調節する昇降機構５２と、ベースユニッ
ト等を有している。固定機構５０の具体的な構成例については後に詳述する。昇降機構５
２は、上記の昇降機構３２と同様の構成を有しており、すなわち、昇降機構５２はクロス
アーム５３Ａ，５３Ｂと、それらに渡って設けられた水平シャフトと、を有している。水
平シャフトは、シャフト軸５９Ｂとそれに螺合した軸筒５９Ａとによって構成され、ノブ
５８を回転させると、シャフト軸５９Ｂが軸筒５９Ａに対して相対的に回転し、これによ
ってクロスアーム５３Ａ，５３Ｂの傾斜角度を可変することが可能である。ベースユニッ
トは、複数のベースフレーム５４と、複数のキャスタ５６とによって構成される。キャス
タ５６の内で１つ又は複数のキャスタにはロック機構が設けられている。昇降機構５２に
よれば、固定機構５０の高さを自在に調整することができ、またその昇降にあたっても固
定機構５０の水平状態を維持できるという利点がある。上記の昇降機構３２と同様に、こ
の昇降機構５２においてもパンタグラフ方式が採用されていたが、他の方式を採用するこ
とも可能である。
【００２７】
　固定機構５０は、検査部位としての膝下部位を固定する機構であって、本実施形態にお
いては、近位保持部６２と、遠位保持部６４と、回転部６７とを有している。それらの機
構はベース６０上に搭載されており、またベース６０上には上述した加圧機構１６も搭載
されている。近位保持部６２は、膝下部位２０Ｃにおける近位部２６を保持（あるいは支
持）する機構であり、遠位保持部６４は膝下部位２０Ｃにおける遠位部２８を保持（ある
いは支持）する機構である。近位部２６と遠位部２８とを下から支えて、その中間部位を
上方から加圧することにより、いわゆる三点曲げ荷重を下腿部に対して付加することも可
能である。
【００２８】
　具体的には、膝下部位２０Ｃ内には、腓骨と共に頸骨２２が含まれており、本実施形態
では、その頸骨２２が超音波の検査対象とされている。すなわち、頸骨２２に対して三点
曲げ荷重が付加され、そのような状況下において超音波の送受波によって頸骨２２の微小
変位が連続的に計測される。
【００２９】
　近位部２６及び遠位部２８の固定にあたっては、それぞれの部位に存在する１又は複数
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の特徴部位を位置決め基準とするのが望ましい。例えば、薄い皮膚を介して外界から視覚
的にあるいは接触して容易に特定可能な特徴骨部分を位置決め基準として利用するのが望
ましい。そのような特徴骨としては、近位部２６においては腓骨頭をあげることができ、
遠位部２８としては外果あるいは内果をあげることができる。もちろん、それ以外の特定
部分を位置決め基準とすることも可能である。本実施形態では、腓骨頭が存在する部位と
その反対側の部位が近位保持部６２によって挟持されており、これによって近位部２６が
固定されている。また、遠位保持部６４は、外果と内果を両側から挟持し、あるいは包み
込むことにより遠位部２８を固定している。もちろん他の固定方法を採用することも可能
である。体肢の固定にあたって皮膚の薄い部分を保持部位とすれば、位置決め誤差を低減
することが可能であり、ひいては測定の再現性を向上可能である。図１においては、近位
保持部６２及び遠位保持部６４として模式的な構造体すなわち単純な構造が示されている
が、実際の保持機構を実現する場合においては、様々な調整機能をもった機構が採用され
る。例えば近位保持部６２を図１における左右方向及び／又は図１の紙面に対して垂直方
向に移動可能にし、近位部２６の保持時に微調整可能な構成としてもよい。同様に、遠位
保持部６４を図１における左右方向及び／又は図１の紙面に対して垂直方向に移動可能に
し、遠位部２８の保持時に微調整可能な構成としてもよい。
【００３０】
　回転部６７は、フレーム６８によって回転自在に保持されたホルダ６６を有する。ホル
ダ６６は上述した踵からつま先までの部位２０Ｄを包み込む収容空間を有しており、その
ホルダ６６自身が回転可能である。具体的には、頸骨２２について仮想的な骨軸２４を定
義した場合、符号６９で示されるようにその骨軸２４の周りにおいて自在に膝下部位２０
Ｃが回転するように、ホルダ６６が回転可能に設けられている。例えば右足が測定対象と
なった場合、それを足台機構１２に載せると、足のつま先は左足に対してやや外側に自然
に開く。しかも、その状態においては、後に詳述するように、頸骨２２に存在する骨軸方
向及びそれに直交する方向の両方向に広がった平坦面を水平状態に維持することが可能で
ある。本実施形態には、そのような観点から回転部６７が設けられており、すなわち下腿
部としての膝下部位２０Ｃの回転方向の向きを自在に可変できるように構成されている。
ちなみに、足台機構１２には、測定対象となった足の一方が載せられることになるが、他
方の足についても足台機構１２によって支持するようにしてもよいし、それ以外の機構に
よって支持するようにしてもよい。測定対象となる足のみがやや高く持ち上げられ、それ
以外の足がそのままストレートに投げ出された状態となってもよい。もちろん、足台機構
１２は、右足及び左足の両者に対応することができ、必要に応じて各機構の位置を反対側
の位置に入れ替えることも可能である。右足用の足台機構と左足用の足台機構のそれぞれ
を用意するようにしてもよい。更に、両足の計測を同時に行うことももちろん可能である
。回転部６７のフレーム６８を図１における左右方向及び／又は図１の紙面に対して垂直
方向に移動可能にして回転部６７自体をフレーム６８上で水平方向に移動可能とし、部位
２０Ｄの保持時に微調整可能な構成としてもよい。
【００３１】
　図１に示されるように、検査時においては、胴体２０Ａ特に臀部よりも高い位置に膝下
部位２０Ｃが位置決めされる。その場合においては、図１に示されるように、被検者２０
における腰及び膝は緩やかに屈曲することになり、被検者としては楽な姿勢をもって超音
波検査を受けることが可能となる。被検者２０においては後に説明するように状態がやや
起き上がった姿勢となってもよく、その場合においてはリクライニングシートなどを採用
してもよい。また、上述したような腰及び膝が緩やかに屈曲した検査姿勢を取らせること
により、頸骨２２における平坦面を水平状態にできるという利点がある。すなわち、図１
に示されるような検査姿勢をとった場合、足のつま先は他の足から離れる方向に自然に回
転して開くことになり、そのような状態では頸骨２２における平坦面を自然に水平状態に
することが可能となる。もちろん、膝下部位２０Ｃの水平状態を形成する際には、近位保
持部６２及び遠位保持部６４のそれぞれの高さ調整機能を利用して上記の平坦面が水平面
となるように各高さの調整を行うのが望ましい。
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【００３２】
　次に、加圧機構１６について説明する。加圧機構１６は、加圧棒７０を有している。こ
の加圧棒７０は、上述した平坦面が水平面を構成する場合、鉛直方向に位置決めされる。
すなわち鉛直方向から頸骨２２に対して荷重が付加される。図１において垂直軸７６は加
圧棒７０の中心軸を表しており、水平軸７８は加圧棒７０についての回転軸を示している
。すなわち、加圧棒７０は鉛直方向に設定されるのが望ましいが、生体の状態あるいは検
査部位等に応じてそれを傾斜した状態に設定することも可能である。三点曲げ荷重の理想
的な状態を形成するためには、下側における２つの支点と荷重の位置及び方向とが適正に
定められるのが望ましく、本実施形態においては、足台機構１２及び加圧機構１６を用い
てそのような理想的な状態を容易に形成することが可能である。
【００３３】
　加圧棒７０による加圧点の両側には、本実施形態において一対のプローブ７２，７４が
設けられている。それらのプローブ７２，７４は、超音波送受波面を体表面に当接した状
態で設けられている。各プローブ７２，７４は保持機構としてのスキャナによって固定さ
れてもよいし、体表面に対して直接的に貼付されてもよい。本実施形態では、２つのプロ
ーブ７２，７４が用いられ、加圧点の両側において骨の微小変位が計測されていたが、単
一のプローブを設けるようにしてもよいし、３つあるいはそれ以上のプローブを設けるよ
うにしてもよい。各プローブ７２，７４は本実施形態において複数の振動素子からなる２
Ｄアレイ振動子を有しており、例えば各振動素子を個別的に駆動することによって時分割
であるいは同時に複数の超音波ビームを形成することができ、各ビーム上において微小変
位のトラッキングを行える。
【００３４】
　図２には、上述した超音波診断ユニット１４の具体的な構成例が示されている。超音波
診断ユニット１４において、プローブ７２，７４にはそれぞれ送受信部８０，８２が接続
されている。送受信部８０，８２は、プローブ７２，７４に対して送信信号を出力すると
共に、受信信号を処理する回路である。送受信部８０，８２から出力される受信信号は計
測演算部８４で処理される。計測演算部８４は、各受信信号に対して公知のエコートラッ
キング技術を適用し、１又は複数点について信号のトラッキングを行うことにより１又は
複数の点について微小変位の計測を行う。その計測結果に基づいて、対象骨の性状あるい
は力学的特性として、弾性、粘弾性あるいは塑性に関する評価値を演算することができる
。その評価値は表示部８６に表示される。評価値の時間変化をグラフとして表示すること
も可能である。
【００３５】
　制御部８８は、必要に応じて設けられるものであって、制御部８８は例えばパーソナル
コンピュータ（ＰＣ）などによって構成される。制御部８８はシステム内における各構成
の動作制御を行っており、すなわち図２に示す例では超音波診断ユニット１４及び加圧機
構１６の動作制御を行っている。ただし、加圧機構１６及び超音波診断ユニット１４の動
作制御を人為的に行うことも可能である。加圧機構１６にモータなどの駆動源を設け、電
気的な制御によって周期的にあるいは定常的に荷重を発生させるようにしてもよい。もち
ろんその荷重を人為的な労力によって発生させてもよい。図１に示したベッド機構１０及
び足台機構１２は、加圧機構１６及び送受信機構の一方あるいは両方が利用されない場合
においても活用することが可能である。すなわち、ベッド機構１０と足台機構１２の組み
合わせによれば、膝下部位についての各種の検査において用いることが可能である。
【００３６】
　図３には、図１に示した加圧機構１６の具体的な構成例が示されている。ベース６０上
にはフレーム９０が固定的に配置されており、フレーム９０によってアーム９２が跳ね上
げ可能に支持されている。アーム９２の外端部には、それを上下方向に貫通して加圧棒７
０が設けられている。加圧棒７０の下端は接触子７０Ａを構成している。上述したように
、加圧棒７０の中心軸が符号７６によって示されており、加圧棒７０は水平軸７８を中心
軸として揺動運動させることが可能である。すなわち、斜め方向から加圧を行うことも可
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上げ状態で膝下部位２０Ｃを差し込むことが可能である。なお、図３においてはつま先が
やや外側に開いて頸骨２２の平坦面２２Ａが水平になっている状態が示されている。
【００３７】
　図４及び図５には、図１に示した回転部の作用が示されている。なお、図１に示したホ
ルダ６６については図示省略されている。図４に示されるように、つま先が鉛直上方を向
いた状態においては、膝下部位２０Ｃ内における頸骨２２の平坦面２２Ａが傾斜した状態
となる。図４においては、水平方向が符号１０２で示されており、平坦面２２Ａの面の向
きが符号１００で示されている。図示されるように、両者の間には回転角θ分だけずれが
生じている。そこで、図１に示したホルダを回転させて、つまりつま先を開いた状態とす
ることにより図５に示すような適正な状態を容易に形成することができる。もちろん、最
初からホルダを回転させた状態にし、その状態でホルダ内に足を受け入れるようにしても
よい。図５に示されるように、平坦面２２Ａの面の向き１００は水平方向１０２に一致し
ており、この状態によれば、鉛直方向から荷重をかけて三点曲げ荷重の理想的な状態を形
成することが可能である。もちろん、頸骨２２それ自身の水平状態は上述した遠位保持部
及び近位保持部の高さ調整によって容易に実現することが可能である。
【００３８】
　図６には、胴体支持装置としての他の実施形態が示されており、図６にはリクライニン
グシートユニット１１０が示されている。リクライニングシートユニット１１０は、ベッ
ド台として機能する分割型の複数の部分を有している。具体的には、第１部分１１２、第
２部分１１４及び第３部分１１６を有している。第１部分１１２は、頭部２０Ｅを支持し
ており、第２部分１１４は、主に胴体２０Ａを支持しており、第３部分１１６は主に臀部
２０Ｆ及び大腿部を支持している。第２部分１１４と第３部分１１６とがそれぞれ向き合
う方向に傾斜しているため、臀部２０Ｆが第２部分１１４と第３部分１１６とにわたって
支持されることになり、被検者２０を安定して支えることが可能である。部分１１２，１
１４，１１６の姿勢は公知技術の適用によって自在に調整することが可能であり、汎用的
なリクライニングシートユニットを用いることも可能である。もちろん、専用のリクライ
ニングシートユニットを構成するようにしてもよい。
【００３９】
　図６に示されるような構成によれば、被検者２０にとってより楽な姿勢で検査を受けさ
せることが可能であり、例えば超音波による検査が長引いたような場合であっても、被検
者２０に生じる負担を軽減することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係る骨検査システムの要部構成を示す概念図である。
【図２】超音波診断ユニットの構成を示すブロック図である。
【図３】加圧機構の構成例を示す図である。
【図４】回転部の作用を説明するための図である。
【図５】回転部の作用を説明するための図である。
【図６】胴体支持装置としてのリクライニングシートユニットを示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　ベッド機構、１２　足台機構、１４　超音波診断ユニット、１６　加圧機構、２
０　被検者、２０Ｃ　膝下部位（検査部位）、２２　頸骨。
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摘要(译)

要解决的问题：能够将肢体以适当的状态定位在系统中以检查肢体中的
骨骼。 床机构（10）支撑对象（20）的主体（20A）。脚平台机构12是
用于固定膝下部分20C作为检查部位的机构。通过使膝部20C相对于躯干
20A略微升高并保持脚趾略微打开的状态，可以将胫骨22的平坦表面保
持在水平状态。通过加压机构16向胫骨22施加载荷。在这种状态下，通
过使用探针72和74的超声波测量来测量骨的位移。床机构10和脚踏机构
12分别具有提升机构40,52。 点域1
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